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特別支援教育での関わり

特別支援教育における理学療法士の役割
　障がいのある子ども達の支援に医学的側面からの専門性を加え、教育内容の
向上を図るため、障がいに対する医学的知識をもつ専門家として派遣されます。

教育相談コーディネーターと連携し専門家として支援を行う

医療的ケア児
への対応

脱臼、変形等の
予防

補装具等の
適切な活用

活動や参加の
促進

　障がいのある子ども達の多様な学びの場として、地域の小・中学校、高等学校、
特別支援学校があり、学校内外の専門家として理学療法士が関与しています。
【特別支援学校の対象となる障がい】 
　視覚障がい、聴覚障がい、知的障がい、肢体不自由又は病弱（身体虚弱を含む）。

姿勢、運動、
動作の支援

環境調整の
アドバイス

通常の学級
通級指導※の時間のみ
通級指導教室へ行きます

特別支援学級
通級指導の一部授業に
参加することもあります

地域の小・中学校 特別支援学校

通級指導教室
※通級指導とは、大部分の授業を通常の学級で受けながら、
　一部、障害に応じた特別な指導を受けることです。


